
税理士による地区相談会場のご案内
税理士による確定申告書の書き方などの相談を無料で行います。

開設場所 開設日 開設時間

湯浅納税協会　３階　会議室 ２月17日㊊ ９：30～15：00
（相談受付締切時間14：30）

※12時～13時までは相談は行っておりません。
　なお、申告会場の混雑状況によっては早めに受付を終了させ
ていただく場合があります。
※ご来場の際には、前年分の控え、源泉徴収票（給与・年金収
入のある場合）、所得控除に係る各種証明書などの申告書の
作成に必要な書類と筆記用具、印鑑等をご持参ください。
※「土地・建物・株式等を売却された所得」「贈与税」「相続税」「山林所得」に関する相談は行
っておりませんので、これらに関する相談が必要な場合は、湯浅税務署までお越しください。

令和元年分所得税確定申告会場のお知らせ
湯浅税務署では令和２年2月17日㊊～3月16日㊊（土・日・祝日等を除く）まで申告書作成会場を
開設します。
（2月14日以前は開設しておりませんが、作成済みの申告書
の受付、用紙の交付は行っております。）
相談受付は16時までですので、なるべく早めにお越しください。
なお、申告会場の混雑状況により、16時以前に相談受付を終
了する場合がありますのでご了承ください。（作成済みの申
告書の受付、用紙の交付は17時まで行っております。）
また、開設日初日（2月17日）や確定申告期限（3月16日）
間際は、大変混雑することが予想されます。　

スマホから確定申告
　令和２年１月から、２
か所以上の給与所得があ
る方、年金収入や副業等
の雑所得がある方など、
スマホ専用画面をご利用
いただける方の範囲が広
がります。
「マイナンバーカード」と「※マイナンバーカ
ード対応のスマートフォン」をお持ちの方は、
スマートフォンからe-Taxで送信できます。ま
た、マイナンバーカード対応のスマートフォン
等をお持ちでない方も、「ＩＤ・パスワード方
式の届出完了通知」に記載されたＩＤ・パスワ
ードがあれば、e-Taxで送信できます。

医療費控除の改正について
　平成29年分の確定申告から、領収書の提出の
代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要
となりました。
　医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要
があります。（税務署から求められたときは、
提示又は提出しなけれ
ばなりません。）
　医療保険者から交付
を受けた医療費通知を
添付すると、明細の記
入を省略できます。

※対応していない機種もあります

お問合せ：湯浅税務署　☎６３ー５３５１税務署からのおしらせ

18令和２年１月

これらの詳細については、次のeLTAXホームページをご覧ください。
  http://www.eltax.lta.go.jp/ 

事業主の方へ e
エ ル タ ッ ク ス

LTAXを使った納税について
法人市町村民税、個人住民税（給与特徴、退職所得に係る納入申告）等の納入が便利になります！

大法人の電子申告の義務化について

これまで、法人市町村民税や個人住民税等の納付については自治体ごとに納付書の種類や取
扱金融機関が異なっていましたが、eLTAXを使ってそれぞれの自治体へ納税できる地方税共
通納税システムが登場しました。
＜地方税共通納税システムを使うと＞
・複数の自治体に法人市町村民税や個人住民税等を一括で納付することが出来ます。
・各自治体の指定金融機関以外からも納付することができます。
（地方税共通納税に対応している金融機関はeLTAXのホームページをご覧ください）

令和２年４月１日以後に開始する事業年度から大法人の法人市町村民税等の申告書について
eLTAXを使って提出することが義務化されます。
＜『大法人』とは次の内国法人のことです＞
①事業年度開始の日において、資本金の額または出資金の額が１億円を超える法人
②相互会社、投資法人及び特定目的会社

『防衛省・自衛隊からのお知らせ』

令和元年度各種目自衛官の募集について
募集種目 受付期間 試験期日 資　格

自衛官候補生

１月10日㊎まで １月11日㊏ 18歳以上33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定月１日から起算し
て３月に達する日の翌月の末日現在、33歳
に達していない者）２月７日㊎まで ２月８日㊏

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

【一　般】
11月１日㊎～
１月６日㊊

１月18日㊏
令和２年４月１日現在
15歳以上17歳未満　男子　中学校卒業者
（見込含）

【各種募集説明会】
　　　有田募集案内所において、平日９：00～17：30常時実施中

問合せ

防衛省自衛隊和歌山地方協力本部　有田募集案内所
〒649－0316和歌山県有田市宮崎町106－2
☎82－6631
E-MAIL：wakayama.pco-arita@rct.gsdf.mod.go.jp
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